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｢知事指定薬物｣の指定について 
 

本日、岐阜県薬物の濫用の防止に関する条例第９条の規定に基づき、県内において濫用又

はそのおそれがある薬物（５物質）を「知事指定薬物」として指定し、告示しましたのでお

知らせします。 

令和２年８月２７日（木）から、下記の薬物を含む製品の製造、販売、所持、使用等は、

条例に違反することとなり処罰の対象となります。 

 

記 

 

【新たに知事指定薬物として指定する薬物】 

① ４－メチル－１－フェニル－２－（ピロリジン－１－イル）ペンタン－１－オン及

びその塩類 

通称名：α－ＰｉＨＰ、α－ＰＨｉＰ 

 

② Ｎ－｛１－［２－（フラン－２－イル）エチル］ピペリジン－４－イル｝－Ｎ－

フェニルプロパンアミド及びその塩類 

 通称名：Ｆｕｒａｎｙｌｅｔｈｙｌｆｅｎｔａｎｙｌ、ＦＵＥＦ 

 

③ ２－（２，５－ジメトキシ－４－メチルフェニル）－２－メトキシエタンアミン

及びその塩類 

通称名：ＢＯＤ、β－ＭＥＴＨＯＸＹ－２Ｃ－Ｄ 

 

④ Ｎ－フェニル－Ｎ－［１－（２－フェニルエチル）ピペリジン－４－イル］－２

－メチルプロパンアミド及びその塩類 

   通称名：Ｉｓｏｂｕｔｙｒｙｌｆｅｎｔａｎｙｌ 

   

⑤［１－（シクロヘキシルメチル）－１Ｈ－インドール－３－イル］（４－メトキシナ

フタレン－１－イル）メタノン及びその塩類 

   通称名：ＣＨＭ－０８１ 

 

 

 

 

 

県民のみなさまへのお願い 

 ○ 「危険ドラッグ」は、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に使用しない

でください。 

 ○ 「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県薬務水道課に申し出て、

その指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診し

てください。 



＜参考１：知事指定薬物の指定状況＞ 

 ・現時点での知事指定薬物は、今回指定した５物質のみです。 

 ・これまでに指定した１０７物質については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（旧薬事法）に基づく大臣指定薬物となったことから知事指定薬物の指定が失

効しています。 

＜参考２：新たに知事指定薬物に指定する薬物の構造式＞ 
① ４－メチル－１－フェニル－２－（ピロリジン 

－１－イル）ペンタン－１－オン及びその塩類 

通称名：α－ＰｉＨＰ、α－ＰＨｉＰ 

② Ｎ－｛１－［２－（フラン－２－イル）エチル］

ピペリジン－４－イル｝－Ｎ－フェニルプロパン

アミド及びその塩類 

通称名：Ｆｕｒａｎｙｌｅｔｈｙｌｆｅｎｔａｎ

ｙｌ、ＦＵＥＦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ２－（２，５－ジメトキシ－４－メチルフェニ 

ル）－２－メトキシエタンアミン及びその塩類  

通称名：ＢＯＤ、β－ＭＥＴＨＯＸＹ－２Ｃ－Ｄ 

④ Ｎ－フェニル－Ｎ－［１－（２－フェニルエチ 

ル）ピペリジン－４－イル］－２－メチルプロパ 

ンアミド及びその塩類   

通称名：Ｉｓｏｂｕｔｙｒｙｌｆｅｎｔａｎｙｌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ［１－（シクロヘキシルメチル）－１Ｈ－イン

ドール－３－イル］（４－メトキシナフタレン－

１－イル）メタノン及びその塩類  

通称名：ＣＨＭ－０８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考３：岐阜県薬物の濫用の防止に関する条例（抜粋）＞ 

第９条（知事指定薬物の指定） 

知事は、第２条第７号に掲げる薬物のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用さ

れるおそれがあると認めるものを知事指定薬物として指定することができる。 

２、３ 略 

  ４ 第１項の規定による指定は、知事指定薬物の名称、指定の理由その他必要な事項を告示するこ

とにより行うものとする。 


